
平成17年３月10日� （22）

社
団
法
人
館
林
青
年
会
議
所

�
（74）
1
2
3
4

外
国
の
子
育
て
や
子
ど
も
と
の
接

し
方
な
ど
、
ご
家
族
で
の
子
育
て
教

育
と
比
較
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◇
日
時

4
月
2
日
(土)

午
後
6
時

30
分

◇
会
場

ジ
ョ
イ
ハ
ウ
ス

◇
講
師

鄭て
い

明
香

め

い

か

先
生
（
宇
都
宮

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
）
台
湾
出
身

◇
募
集
人
数

先
着
50
人

◇
参
加
費

無
料

◇
申
込
方
法

電
話
に
て
社
団
法
人

館
林
青
年
会
議
所
事
務
局
へ

◇
申
込
期
間

3
月
25
日
(金)
ま
で

※
小
さ
い
お
子
様
を
お
持
ち
の
か
た

は
、
講
演
時
間
中
お
預
か
り
し
て
、

別
室
で
ビ
デ
オ
鑑
賞
な
ど
行
い
ま
す

の
で
、
ご
家
族
で
お
気
軽
に
参
加
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。

外

国

人

か

ら

学

ぶ

子
ど
も
達
と
の
接
し
方

募

集

県
立
館
林
美
術
館

�
（72）
8
1
9
0

【
個
性
の
描
出
と
フ
ォ
ル
ム
の
追
求
】

◇
内
容

群
馬
県
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

よ
り
「
か
ら
だ
」
の
表
現
に
注
目

し
、
様
々
な
作
品
を
紹
介

【
志
村
ふ
く
み
の
染
織
】

◇
内
容

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者

（
人
間
国
宝
）、
志
村
ふ
く
み
の
袖

織
着
物
8
点
他
を
展
示

【
現
代
の
絵
画
】

◇
内
容

現
代
日
本
で
活
躍
す
る
丸

山
直
文
、
山
口
啓
介
、
小
林
孝
旦

ら
の
絵
画
や
、
ク
ロ
ー
ド
・
ヴ
ィ

ア
ラ
等
絵
画
作
家
を
紹
介

◇
開
催
期
間

4
月
3
日
(日)
ま
で

◇
開
館
時
間

午
前
9
時
30
分
〜
午

後
5
時
ま
で

◇
観
覧
料

一
般

2
0
0
円
（
1

6
0
円
）、
大
高
生

1
0
0
円

（
80
円
）

※
（

）
内
は
20
人
以
上
の
団
体
割

引
料
金
で
す
。
ま
た
、
中
学
生
以
下
、

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
か
た
と
そ

の
介
護
者
1
人
は
無
料
で
す
。

◇
休
館
日

3
月
21
日
を
除
く
月
曜

日
・
3
月
22
日
(火)

展

示

の

ご

案

内

館
林
税
務
署

�
（72）
4
3
7
3

◇
受
験
資
格

1
昭
和
53
年
4
月
2
日
〜
59
年
4
月

1
日
生
ま
れ
の
か
た

2
昭
和
59
年
4
月
2
日
以
降
生
ま
れ

の
か
た
で
次
に
掲
げ
る
か
た

①
大
学
を
卒
業
し
た
か
た
お
よ
び
平

成
18
年
3
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
か
た

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
か
た
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
か
た

◇
試
験
日

①
第
1
次
試
験
　
6
月
12
日
(日)

②
第
2
次
試
験
　
7
月
25
日
(月)
〜
28

日
(木)

第
1
次
試
験
合
格
通
知
書

で
指
定
す
る
日

◇
試
験
場
所

①
第
1
次
試
験
　
高
崎
市
、
さ
い
た

ま
市
、
新
潟
市
、
松
本
市
ほ
か

②
第
2
次
試
験
　
さ
い
た
ま
市
ほ
か

◇
合
格
発
表
　
第
1
次
試
験
合
格

7
月
5
日
(火)

最
終
合
格
　
8
月

30
日
(火)

◇
採
用
人
数

約
9
0
0
人
（
全
国
）

◇
受
験
申
込
期
間
　
4
月
1
日
(金)
〜

15
日
(金)

◇
申
込
書
提
出
先

希
望
す
る
第
1

次
試
験
地
を
所
轄
す
る
国
税
局
ま

た
は
、
国
税
事
務
所
へ

◇
問
い
合
わ
せ

関
東
信
越
国
税
局

試
験
係
�
0
4
8
―
6
0
0
―
3

1
1
1

館
林
税
務
署
　
�
(72)
4

3
7
3

国

税

専

門

官

募

集

群
馬
県
行
政
機
関
設
置
条
例
が
4
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

現
在
12
土
木
事
務
所
の
建
築
グ
ル
ー
プ
は
5
土
木
事
務
所
の
建
築
グ

ル
ー
プ
に
統
合
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
区
域
お
よ
び
分
掌
事
務
は

次
の
と
お
り
で
す
。

土
木
事
務
所
建
築
Ｇ
の
業
務
に
つ
い
て

【所管区域】�

【分掌事務】�
１ 権限の強化�
①土木事務所建築Ｇの体制�

２ メリット�
①事務処理の迅速化…県民局を設置し、土木事務所の権限を強化したことから処理期間が短縮されます。�
②申請者が県の機関を行ったり来たりする不便の解消…今回県民局が設置されることにより、 吾妻県民局�
　を除き１つの庁舎内で両方の届出が可能となります。�

②県庁から土木事務所への権限委譲�

群馬県中部県民局県土整備部前橋土木事務所建築グループ�
群馬県西部県民局県土整備部高崎土木事務所建築グループ�
群馬県吾妻県民局中之条土木事務所建築グループ�
群馬県利根沼田県民局沼田土木事務所建築グループ�
群馬県東部県民局県土整備部太田土木事務所建築グループ�

設置箇所数�
人　　　員�

12所（全ての土木事務所）�
各所2名（職員）＋ 嘱託�

5（県民局に設置される所）（前橋、高崎、中之条、沼田、太田）�
1所あたり所3～6名�

名　　　　称�

区　分� 現　　状� 来年度から�

所　　管　　区　　域�
渋川市、勢多郡北橘村、赤城村及び富士見村、北群馬郡、佐波郡�
藤岡市、富岡市、安中市、群馬郡、多野郡、甘楽郡、碓氷郡�
吾妻郡�
沼田市、利根郡�
勢多郡新里村、黒保根村及び東村、新田郡、山田郡、邑楽郡�

建築確認（建築基準法）�
開発許可（都市計画法）�

建物面積4階以下かつ3,000m2以下�
開発面積3,000m2未満のうち開発審査会付議案件を除く�
�

全て�
開発面積10,000m2未満のうち開発審査会付議案件を除く�
�

事　務� 現　　状� 来年度から�


